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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】令和3年5月11日(2021.5.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚疾患治療のための局所医薬組成物であって、
　該組成物中に組成物に対し０．０５０重量％未満の正の濃度で存在するタザロテンまた
は薬学的に許容されるタザロテン酸塩、および 
皮膚科学的に許容される水中油型エマルションビヒクルを含む、組成物。
【請求項２】
　タザロテンを組成物に対し０．０１～０．０４９重量％で含む請求項１に記載の局所医
薬組成物。
【請求項３】
　タザロテンを組成物に対し約０．０４５重量％で含む請求項１に記載の局所医薬組成物
。
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【請求項４】
　タザロテンまたはタザロテン酸塩が前記エマルションの液状油成分に溶解している請求
項１～３のいずれかに記載の局所医薬組成物。
【請求項５】
　前記タザロテンまたはタザロテン酸塩を単一の活性医薬成分として含む請求項１～４の
いずれかに記載の局所医薬組成物。
【請求項６】
　前記エマルションの油相は、ＤＣＡＥ、ＭＣＡＥまたはそれらの組み合わせを含む液状
油成分を含む請求項１～５のいずれかに記載の局所医薬組成物。
【請求項７】
　前記エマルションの油相は、セバシン酸ジエチルを含む請求項１～５のいずれかに記載
の局所医薬組成物。
【請求項８】
　前記エマルションの水相は、水およびカルボマーホモポリマーを含む請求項１～７のい
ずれかに記載の局所医薬組成物。
【請求項９】
　水、カルボマーホモポリマーおよびポリマー乳化剤を含む水相と、ジカルボン酸エステ
ルおよび鉱油からなる群より選ばれる少なくとも１つの成分およびタザロテンまたはタザ
ロテン酸塩を含む油相を含む請求項１～５のいずれかに記載の局所医薬組成物。
【請求項１０】
　ローションである請求項１～９のいずれかに記載の局所医薬組成物。
【請求項１１】
　クリームである請求項１～９のいずれかに記載の局所医薬組成物。
【請求項１２】
　ｐＨが約４～約６である請求項１～１１のいずれかに記載の局所医薬組成物。
【請求項１３】
　ニキビ患者の身体の患部に局所的に適用される、ニキビを治療するための請求項１～１
２のいずれかに記載の局所医薬組成物。
【請求項１４】
　前記適用が１日１回少なくとも８週間、必要に応じて少なくとも１２週間実施される、
請求項１３に記載の局所医薬組成物。
【請求項１５】
　前記適用が尋常性座瘡を患う患者の身体の患部に対するものである請求項１３または１
４に記載の局所医薬組成物。
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